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総論

企画から完成まで

「９０年代の知的財産権戦略」と題する研究は91年の初めに半導体総合研究所が企画

し、９１年８月から具体的な活動を開始、９１年１０月には「半導体産業特許／知的財産

権関連係争一覧」、９１年１２月には「半導体企業別知的財産権分析」を完成、９２年初

めには総合分析を行い、この度報告書が完成した。研究は半導体総合研究所代表取締役の

大竹修が中心になり、米国パスファインダー・リサーチ社の社長のフレヅド・ジーパー、

ハル・フイニー、メル・トムセンらが主に行った。いずれもこの産業での調査経験は２０

年以上で、多くの人々に有用な分析や助言をいただき報告書をまとめることができた。こ

の報告書の視点は、産業、技術、市場あるいは企業活動から知的財産権を捉えたもので、

この面では知的財産権の専門家の見方や法律上からの分析とは異なるものである。何故な

らこの分野の動きは、８０年代の後半になって個々の企業はもとより、産業の動向を左右

する程に影響力を与えており、この研究の目的も具体的な影響や将来発生するであろうこ

とに力点を置いて進められた。以下、報告書の概要を紹介する。

高まる重要性

報告書では知的財産権の重要性が半導体産業で高まっていることを、いろいろな事

例で紹介している。大きな出来事は８０年の米国におけるコンピュータ・ソフトウエ

アの著作権確立、１９８４年の米国に於けるチップ保護法、さらに８０年代後半のマ

イクロコードの著作権確立である。これらは関連企業の権利をめぐる激しい攻防と、

国際的な競争環境の悪化が直接的にも間接的にも影響を与えた結果で、年を追って知

的財産権の重要性を加速させた。

運用の変化

上記の述べた法制度の整備に伴って、特許や著作権を保有する企業の権利の運用方

法も８０年代は大きな変化をみせた。一つは８６年のテキサス・インスツルメンツ

（ＴＩ）社によるＤＲＡＭライセンス、ロイヤリティの値上げとそれを実現させる為

の日本と韓国企業に対する一連の提訴である。ＴＩ社の攻撃型の値上げは連鎖的な動

きをもたらし、ＤＲＡＭでは特許等の使用料が８０年代の後半に上昇した。もう一つ

の大きな動きはインテル社がＭＰＵで採ったライセンスを阻止して、占有的な利益を

得る戦略である。インテル社のやり方は大成功し、同社に多大な売上げと利益をもた

らした。



過渡期の様相

Ｔエ社のやり方は防衛に回らざるを得なくなった多くの企業の反発を招き、同社は

富士通を含めて多数の係争を抱えている。強引なやり方に対する反発であり、この面

ではＴＩ社の戦略は現在過渡期にあるといえよう。仮に同社の戦略が成功したならば、

それはＤＲＡＭ生産でＴＩ社を軸としたグループ化、生産寡占化が進むことが想定さ

れ、ＴＩ社もそれを志向した形で世界主要地域での合弁事業を進めている。

インテル社もＡＭＤ社との間で、長期の法廷闘争を行っている。この結論がどのよ

うになるか今のところ判断は出来ないが、報告書では先行開発に力を入れ権利を法的

に所有するインテル側に歩がありそうだが過去の契約上、ＡＭＤ社にも何かしらの権

利は与えられると解説している。しかし、ソフトウエアを含めてマイクロプロセッサ

の権利は、より保護されるようになってきていることから、互換品での競争は少なく

なろう。

将来の見通し

今後も知的財産権はより権利が明確になり、それを占有しようとする側とそれを防

いで自己の権利を防衛しようとする側で、攻防は激しくなろう。しかし、底流にある

のは権利の保護がより法的、国際的に明確になってきていること、米反トラスト法

（独禁法）の運用基準が緩和されてきていること、さらにそれ以上の変化の速度をみ

せる技術革新であり、特許に於いてもソフトウエアと一体化した半導体やシステム領

域を押さえたものが重要になってきている。代表的なのはマイクロプロセッサ、ＤＳ

Ｐ等の圧縮技術、さらにシステム領域ではセルラー無線や腕時計に通信機能を一体化

させたものや固体カメラ等が代表的であろう。

企業活動と知的財産棺

諸々の権利に対する保護の強化、権利範囲の拡大、さらに無数といえる特許に代表され

るように現在の環境では、その中で生きる個々の企業が的確な知的財産権戦略なくして、

事業を健全に育成、発展出来ないことを示している。この戦略は企業の立場によって異な

るが、時を追って戦略的になりそれが重要になってきている。それは自己が権利を持つこ

とによる相手権利へのアクセスといった相互依存を始め、補完さらに競争環境での新勢力

作りによる競争のバランス化等様々である。
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７－４）特許運営専門会社や個人所有者について一一

７－５）ライセンス、ロイヤリティ、その他契約について
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プロジェクト余話その１

知的財産権と知的所有権

４ 

プロジェクト余話その２－－

知的財産権に於ける日米競争力

１３５ 

プロジェクト余話その３‐----－

何が重要か、複雑な権利と裁判制度

１４４ 
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｢Ｖｏｌ、２」

全体集計及び４０社分

同上

同上

卜（製品別）

卜（形態別）

卜（特許別）

企業別知的財産権分析チャー

企業別知的財産権分析チャー

企業別知的財産権分析チヤー
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産案知的財産係争一暁

コード表

・製品別区分

・形態別区分

知的所有権関連コード表

ソースコード

集計表及びグラフ

ｌ～２２ 

１～９９ 

係争一覧-------------------------------------------------

係争一覧（詳細）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．
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｢参考資料」

半導体主要特許一覧

米特許庁マスク登録、著作権及び特許登録数

ハネウェル社ミノルタ勝訴新聞広告

エＰＲ運用上の課題（説明会資料）




